
Title ＜翻訳＞インターネットとEU法

Author(s) ラリウー, ジャック; 松田, 岳士

Citation 阪大法学. 2004, 54(1), p. 341-356

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/55313

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



は

じ

め

に

欧
州
共
同
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
か
つ
競
争
力
の
あ
る
「
知
識
の
経
済
」
と（
１
）

し
、
技
術
革
新
と
投
資
に
適
し

た
環
境
を
創
り
出
す
た
め（
２
）

に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
通
信
網
の
規
制
に
介
入
す
る
意
思
を
強
固
に
示
し
て
き
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
分

野
は
、（
た
と
え
ば
、
交
通
・
流
通
の
自
由
や
競
争
の
自
由
と
は
異
な
り
）
Ｅ
Ｕ
法
の
管
轄
領
域
に
当
然
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
当
局
は
、「
域
内
市
場
」（
Ｅ
Ｃ
条
約
一
四
条
）
の
創
設
の
必
要
性
を
根
拠
に
、
自
ら
の
介
入
を
正
当
化
し
て
い（
３
）

る
。

す
な
わ
ち
、
当
局
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
提
供
す
る
経
済
的
潜
在
力
の
十
全
な
具
体
化
と
「
情
報
化
社
会
」
の
十
分
な
発
展
の
た

め
に
は
、
各
国
家
が
と
る
規
制
の
間
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ（
４
）

る
。
Ｅ
Ｕ
当
局
は
、
国
家
法
の
内
容
が
あ
ま
り
に
異

な
る
こ
と
は
、
電
気
通
信
に
関
す
る
域
内
市
場
の
発
展
に
対
す
る
障
害
と
な
り
、
構
成
国
間
の
電
子
商
取
引
に
足
か
せ
を
は
め
る
こ
と

に
な
る
と
の
認
識
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い（
５
）

る
。
さ
ら
に
、
規
制
が
不
統
一
で
あ
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
企
業
間
の
競
争
に
も
ゆ

が
み
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な（
６
）

い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
Ｅ
Ｕ
法

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
リ
ウ
ー

松

田

岳

士
／
訳
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規
制
の
調
整
（
Ｅ
Ｃ
条
約
九
五
条
）
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
、
ま
た
電
子
商
取
引
を
行
う
企
業
に
と
っ
て
も
、
明
確
な
法

的
枠
組
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な（
７
）

る
。
さ
ら

に
、
Ｅ
Ｕ
当
局
は
、「.eu

」
ド
メ
イ
ン
の
創
出
に
よ
り
、
世
界
的
な
情
報
網
上
で
の
欧
州
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
促
進
し
よ
う
と
も
し

て
い
る
の
で
あ（
８
）

る
。

こ
こ
数
年
の
間
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
関
す
る
多
様
な
側
面
に
関
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
数
多
く

の
法
令
が
公
に
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、「
チ
ュ
ー
ブ
（tu

yau
x

）」、
す
な
わ
ち
遠
隔
離
通
信
を
規
制
す
る
も
の
も
あ
れ（
９
）

ば
、
個
人

の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
護
（
個
人
情
報
の
保
護
）
を
目
的
と
す
る
も
の
も
あ（
１０
）

る
。
ま
た
、
知
的
財
産
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
よ
う
な
財
産
の
保
護
に
意
を
払
う
も
の
も
あ
れ（
１１
）

ば
、
電
子
商
取
引
に
関
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
関
す
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
活
動
を
規
制
す
る
も
の
も
あ（
１２
）

る
。

「
構
成
諸
国
が
技
術
的
発
展
に
対
し
て
不
統
一
な
対
応
を
す
る
」
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す（
１３
）

る
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
の
こ
の
よ

う
な
活
発
な
活
動
は
、
次
の
三
つ
の
例
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
業
者
（in

term
édiaires

tech
n

iqu
es

d’in
tern

et

）
の
責
任
の
画
定

・
電
子
商
取
引
（com

m
erce

électron
iqu

e

）
の
規
制

・
仮
想
領
域
（territoire

virtuel

）
の
創
出：

「.eu
」
ド
メ
イ
ン
（dom

ain
e

〈eu
.

〉）

一

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
責
任
の
画
定

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
業
者
と
は
、
情
報
の
流
通
、
蓄
積
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
の
こ
と
を
い

う
。
こ
れ
ら
は
、「
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（fou

rn
isseu

rs
d’accès

;
provider

of
con

n
ection

）」、「
サ
イ
ト
運
営
者
（h

ébergeu
rs

de
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sites
;

storage
ofin

form
ation

）」、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ（
一
時
的
貯
蔵
）（cach

es
;

system
cach

in
g

）」、「
検
索
エ
ン
ジ
ン（m

oteu
rs

de
rech

erch
e

）」、「
ド
メ
イ
ン
名
登
録
・
管
理
業
者
（u

n
ités

d’en
registrem

en
t

de
n

om
s

de
dom

ain
e

;
register

）」
等
と
呼

ば
れ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
に
、
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
（
肖
像
権
侵
害
、
商
標
権

侵
害
、
名
誉
毀
損
等
）、
そ
の
被
害
者
は
、
通
常
、
サ
イ
ト
の
所
有
者
に
賠
償
を
請
求
す
る
。
し
か
し
、
被
害
者
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
上
に
そ
の
サ
イ
ト
を
不
注
意
に
「
運
営
し
て
い
る
（h
éberger

）」
業
者
の
責
任
も
追
及
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
多
い
。
被
害
者
は
、

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
者
（in

tern
au

te

）
が
問
題
の
サ
イ
ト
に
接
続
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ア
ク
セ
ス
の
提
供
者
や
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
者
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
そ
の
サ
イ
ト
を
見
つ
け
る
手
段
を
提
供
す
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
責
任
を
追
及
す
る

た
め
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

こ
れ
ら
の
業
者
に
対
し
て
均
一
的
な
取
り
扱
い
を
保
障
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令

（directive

）2000/31

に
よ
っ
て
、
同
業
者
の
法
的
責
任
に
関
す
る
共
通
の
体
制
を
う
ち
た
て
た
。

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令
は
、
次
の
四
種
類
の
活
動
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

・
情
報
の
伝
達

・
情
報
網
へ
の
ア
ク
セ
ス
提
供
サ
ー
ビ
ス

・
サ
イ
ト
運
営
サ
ー
ビ
ス

・
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
（cach

e

）」（
一
時
的
保
存
）
サ
ー
ビ
ス

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
メ
イ
ン
名
登
録
・
管
理
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
同
指
令
は
、
何
ら
の
規
制
も
し

て
い
な
い
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
法
（
一
九
八
八
年
の
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
レ
ニ
ア
ム
著
作
権
法
（D

igitalM
illen

iu
m

C
opyrigh

t
A

ct,
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1998

））
は
、
後
二
者
に
つ
い
て
も
定
め
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
指
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
四
種
類
の
業
務
に
適
用
可
能
な
法
的
枠
組
は
、
次
の
三
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。

・
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
何
ら
の
事
前
の
許
可
（au

torisation

）
も
必
要
と
さ
れ
な
い
（
四
条
一
項
）。

・
こ
れ
ら
の
業
者
に
は
、
伝
達
ま
た
は
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
監
視
す
る
一
般
的
な
義
務
も
（
一
五
条
）、
法
律
違
反
を
積
極
的
に
探

知
す
る
義
務
も
、
課
さ
れ
な
い
。

・
こ
れ
ら
の
業
者
に
関
し
て
は
、
責
任
制
限
（respon

sabilité
lim

itée

）
の
制
度
が
妥
当
す
る
。

も
っ
と
も
、
よ
り
詳
し
く
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
こ
れ
ら
の
業
者
の
責
任
を
、
一
律
に
同
一
の
法
的
体
制

の
も
と
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
情
報
の
「
単
な
る
伝
達
（sim

ple
tran

sport

）」
活
動
を
行
う
者
（
遠
隔
離
通
信
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
提
供
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
は
、
伝
達
さ
れ
、
送
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
責
任
を

負
わ
な
い
。
た
だ
し
、
例
外
的
な
状
況
に
お
い
て
は
（
た
と
え
ば
、
業
者
自
身
が
伝
達
情
報
を
選
択
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
）、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
」
活
動
（
情
報
の
移
動
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
ネ
ッ
ト
上
の
一
種
の
リ
レ
ー
保
存
）
を
行
う
者
は
、

対
象
と
な
る
情
報
の
自
動
的
、
中
間
的
そ
し
て
一
時
的
な
蓄
積
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
の
「
運
営
」
活
動
を
行
う
者
は
、
自
ら
が
運
営
す
る
サ
イ
ト
の
内
容
に
関
し
て
は
、
無
答
責
の
原
則

（prin
cipe

de
n

on
respon

sabilité

）
の
恩
恵
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

一
方
で
、
各
サ
イ
ト
の
所
有
者
に
は
自
己
の
サ
イ
ト
に
自
己
の
望
む
内
容
の
情
報
を
盛
り
込
む
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
、

翻 訳
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運
営
者
が
自
ら
が
運
営
す
る
何
千
も
の
サ
イ
ト
の
内
容
を
す
べ
て
統
制
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
起
こ
っ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
有
名
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
オ
ー
ル
・
ヌ
ー
ド
写
真
が
、
本
人
の
同
意
な

く
サ
イ
ト
上
に
載
せ
ら
れ
た
場
合
な
ど
に
は
、
サ
イ
ト
運
営
者
は
次
の
二
つ
の
場
合
に
は
、
責
任
を
問
わ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、

・
サ
イ
ト
運
営
者
が
、
問
題
の
サ
イ
ト
上
に
当
該
写
真
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
、
ま
た
は
、

・
内
容
の
違
法
性
が
被
害
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
当
該
情
報
を
除
去
し
、
当
該
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

不
可
能
に
す
る
た
め
に
迅
速
に
対
応
し
な
か
っ
た
」
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
Ｅ
Ｕ
が
選
ん
だ
対
応
は
、
ア
メ
リ
カ
の
立
法
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
対
応
策
と
も
非
常
に
近
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
日
本
の
立
法
者
も
同
様
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二

電
子
商
取
引

Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
、
域
内
市
場
の
電
子
的
な
次
元
を
発
展
さ
せ
る
努
力
を
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
当
局
は
、「
電
子
商
取
引
の
た
め
の
真

に
国
境
の
な
い
空
間
」（
電
子
商
取
引
に
関
す
る
指
令2000/31

前
加
理
由
一
〇
）
の
実
現
を
保
証
す
る
た
め
に
、
遠
隔
離
契
約
、
消

費
者
保
護
、
契
約
の
証
明
に
関
す
る
一
連
の
法
令
を
成
立
さ
せ（
１４
）

た
。

電
子
商
取
引
は
、
企
業
間
（B

to
B

;
bu

sin
ess

to
bu

sin
ess

）
で
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
ま
た
は
企
業
と
個
人
消
費
者
の
間
（B

to
C

;
bu

sin
ess

to
con

su
m

er

）
で
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
情
報
工
学
的
な
手
段
を
介
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
る
契

約
合
意
の
成
立
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な（
１５
）

る
。
こ
こ
で
は
、
当
事
者
の
意
思
の
交
換
は
、
多
く
の
古
典
的
な
法
律
家
に
と
っ
て
は
不
自

然
と
も
み
ら
れ
る
技
術
的
な
過
程
に
よ
り
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
、
二
〇
〇
〇

年
六
月
八
日
の
指
令
は
、
こ
の
種
の
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
の
原
則
を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
構
成
国
は
、
電
子
的
な
方
法
に

インターネットとＥＵ法
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よ
る
契
約
を
可
能
と
す
る
よ
う
立
法
上
の
措
置
を
と
る
よ
う
努
力
す
る
。
構
成
国
は
、
と
く
に
、
契
約
過
程
に
適
用
可
能
な
法
制
度
が

電
子
的
な
方
法
に
よ
る
契
約
の
効
果
的
な
使
用
を
妨
げ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
電
子
的
な
方
法
を
経
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
契
約
の
法
的
効
果
お
よ
び
有
効
性
が
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
」（
二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令
九
条
一
項
）。

こ
う
し
て
、
構
成
国
の
法
律
は
、
契
約
の
有
効
性
に
関
し
て
、
電
子
的
な
方
法
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
唯
一
の
理
由
と

す
る
抗
弁
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
電
子
商
取
引
上
の
契
約
は
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
人
の
消
費
者
と
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
の
間
、
あ

る
い
は
イ
タ
リ
ア
の
会
社
と
ド
イ
ツ
の
会
社
の
間
で
も
締
結
さ
れ
う
る
。
で
は
、
こ
の
場
合
、
ど
の
国
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「B

to
B

」型
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
自
由
に
準
拠（
１６
）

法
が
決
定
さ
れ
う（
１７
）

る
。「B

to
C

」

型
の
契
約
に
つ
い
て
も
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
ロ
ー
マ
条
約
三
条
に
よ
り
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
売
主
の
国
の
法
律
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
法（
１８
）

案
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
売
主
の
国
の
法

律
は
、
と
り
わ
け
、
消
費
者
の
国
で
彼
に
対
す
る
契
約
の
申
込
が
な
さ
れ
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
行
為
が
す
べ
て
行
な
わ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
消
費
者
の
国
の
法
律
の
強
行
規
定
に
よ
る
保
護
を
消
費
者
か
ら
奪
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
か
た
ち
で
は
適
用
さ
れ
え

な（
１９
）

い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
消
費
者
が
自
分
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
電
子
契
約
を
締
結
し
た
と
い
う
例
で
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
領
域
内
に

お
い
て
注
文
を
送
る
た
め
に
必
要
な
行
為
が
す
べ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
消
費
者
法
が
こ
れ
に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ（
２０
）

る
。
そ
の
結
果
、
ネ
ッ
ト
企
業
は
、
各
顧
客
の
属
す
る
国
に
よ
っ
て
異
な
る
法
律
の
規
制
に
服
す
る
こ
と
に
な（
２１
）

る
。
も
っ
と

も
、
さ
い
わ
い
に
も
、
現
在
進
行
中
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
諸
国
の
法
令
間
の
調
整
（h

arm
on

isation

）
に
よ
っ
て
、
Ｅ

Ｕ
域
内
で
の
商
取
引
の
た
め
の
不
確
実
性
は
徐
々
に
縮
減
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
で
は
、
電
子
商
取
引
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
示
さ
れ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
解
決
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が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
き
た
。

Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
、
ま
ず
、
詐
欺
的
な
、
あ
る
い
は
強
要
的
な
商
取
引
勧
誘
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
望
ん
で
き
た
。
そ
の

た
め
に
、
商
取
引
上
の
情
報
は
、
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い（
２２
）

る
。
も
っ
と
も
、
望
ま
な
い
電
子
メ
ー
ル

配
信
に
よ
る
商
取
引
勧
誘
（
ス
パ
ミ
ン
グ
）
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
は
オ
プ
ト
・
イ
ン
制
度
（
関
係
者
が
事
前
に
同
意
を
与
え

な
い
限
り
、
商
取
引
勧
誘
を
内
容
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
送
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
度
）
と
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
制
度
（
消
費
者
は
、

商
取
引
勧
誘
を
内
容
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
受
け
取
ら
な
い
よ
う
特
別
な
リ
ス
ト
に
自
分
の
ア
ド
レ
ス
を
登
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
制
度
）
の
ど
ち
ら
を
採
る
か
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
と
ろ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ（
２３
）

た
。
そ
の
た
め
、
構
成
国
に
は
選

択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
法
案
は
、
オ
プ
ト
・
イ
ン
制
度
を
採
用
し
た
。

業
者
と
消
費
者
の
間
で
の
電
子
取
引
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
用
い
ら
れ
る
遠
隔
離
売
買
の
二
つ
の
技
術
の

間
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
二
つ
の
技
術
と
は
、「
プ
ル
」
技
術
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
者
が
自
ら
商
人
の
サ
イ
ト
を
訪
れ
る
場
合
）

と
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
よ
り
危
険
な
「
プ
ッ
シ
ュ
」
技
術
（
商
人
が
契
約
の
申
込
を
、
そ
れ
を
請
求
も
し
て
い
な
い
消
費
者
に
送
り

つ
け
る
場
合
）
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997/7

（
二
条
一（
２４
）

項
）で
は
、
こ
れ
ら
は
一
律
に
「
遠
隔
離
契

（
２５
）

約
」の
場
合
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
同
一
の
法
的
規
制
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
重

要
な
規
定
を
み
て
み
よ
う
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
契
約
の
申
込
を
行
う
際
に
は
、（
売
主
の
身
元
、
配
達
料
金
、
申
込
の
有
効
存
続
期
間
、
連
絡
費
用
、
税

込
価
格
、
契
約
締
結
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
技
術
的
手
続
等
に
つ
い
て
）
消
費
者
側
に
対
し
て
事
前
の
情
報
提（
２６
）

供
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な（
２７
）

い
、

・
契
約
の
申
込
は
、
書
面
ま
た
は
使
用
可
能
な
持
続
的
媒
体
に
よ
る
確
認
の
対
象
と
な
る
（
確
認
の
電
子
メ
ー
ル
送
付
で
足
り（
２８
）

る
）、

インターネットとＥＵ法

（阪大法学）５４（１―３４７）３４７〔２００４．５〕



・
消
費
者
に
は
「
取
消
権
」、
す
な
わ
ち
、
七
日
以
内
に
注
文
を
取
消
す
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
商
品
の
売
買
の
場
合
に
は
、
こ
の

期
間
の
起
算
点
は
引
渡
時
に
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
場
合
に
は
、
申
込
の
承
諾
時
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な（
２９
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
取
消
権
は
、
た
と
え
ば
、
証
券
の
購
入
や
新
聞
や
雑
誌
の
購
入
等
の
一
定
の
オ
ン
ラ
イ
ン
契
約
に
つ
い

て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

電
子
商
取
引
に
関
し
て
提
示
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
契
約
が
い
か
に
し
て
、
ど
の
時
点
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
契
約
が
成
立
し
た
と
い
え
る
た
め
に
、「
ク
リ
ッ
ク
」
一
回
で
足
り
る
と
い
え
る
か
。「
ク
リ
ッ
ク
」
は
二
回
必
要
な
の

か
。
消
費
者
が
ま
さ
に
自
ら
の
意
思
を
表
示
し
、「
ク
リ
ッ
ク
」
が
誤
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令
（
一
一
条
）
は
、
契
約
が
成
立
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
以
下
の
要
件
が
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
。

１

買
主
が
一
回
の
「
ク
リ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
行
う
こ
と
、

２

売
主
が
買
主
に
承
諾
の
受
領
確
認
を
送
付
す
る
こ
と
、

３

買
主
が
受
領
確
認
の
受
け
取
り
を
（
新
た
な
「
ク
リ
ッ
ク
」
に
よ
り
）
確
認
す
る
こ
と
。

同
指
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
の
手
続
は
非
常
に
重
た
く
、
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
手
続
は
、
契
約
は
、
二
回
の「
ク

リ
ッ
ク
」
―
―
承
諾
の
「
ク
リ
ッ
ク
」
と
そ
の
確
認
の
「
ク
リ
ッ
ク
」
―
―
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
電
子
的
な
方
法
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
を
証
明
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
紙
も
証
人
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
そ
の
証
明
も
電
子
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
Ｅ
Ｕ
の
立
法

者
が
電
子
署
名
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
理
由
な
の
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
一
二
月
一
三
日
の
指
令
は
、
法
の
世
界
に
お
け
る
電
子
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署
名
の
承
認
を
義
務
づ
け
て
い（
３０
）

る
。
電
子
署
名
技
術
の
信
用
性
の
程
度
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
、
同
指
令
は
「
単
純

な
（sim

ple

）」
電
子
署
名
と
、（
第
三
者
認
証
機
関
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
証
明
書
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
真
正

性
が
推
定
さ
れ
る
「
上
級
（avan

cée

）」
電
子
署（
３１
）

名
と
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
も
改
正
さ
れ
た
。

改
正
後
の
同
法
第
一
三
一
六
条
の
三
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
電
子
媒
体
の
文
書
は
、
紙
媒
体
の
文
書
と
同
一
の
証
明
力
を
有
す

る
」。
そ
し
て
、
署
名
に
関
し
て
は
、「
法
律
行
為
の
完
成
に
必
要
な
署
名
は
、
署
名
者
の
同
一
性
を
確
認
す
る
。
署
名
は
、
こ
の
法
律

行
為
か
ら
生
じ
る
義
務
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
を
表
明
す
る
。
署
名
は
、
公
署
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
書
面
に
真
正
性
を

付
与
す
る
。
署
名
が
電
子
署
名
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
署
名
は
、
署
名
が
付
さ
れ
る
書
面
と
の
む
す
び
つ
き
を
保
証
す
る
信
頼
し
得
る

同
一
性
確
保
の
方
法
を
用
い
て
な
さ
れ
る
」（
民
法
一
三
一
六
条
の（
３２
）

四
）。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
様
々
な
規
定
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
で
行
わ
れ
る
諸
活
動
の
発
展
を
促
進
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
発
展
の
結
果
で
あ
る
経
済
的
・
社
会
的
な
活
動
の
発
展
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
共
同
体
域
内
で
の
電
子
商
取
引
の
発
展
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
を
区
別
す
る
壁
を
取
り
払
う
た
め
の

重
要
な
手
段
と
も
な（
３３
）

る
。

三

仮
想
領
域
の
創
出：

「.eu
」
ド
メ
イ
ン

IC
A

N
N

（In
tern

et
C

orporation
for

A
ssign

ed
N

am
es

an
d

N
u

m
bers

）
は
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
に
設
立
さ
れ
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ド
メ
イ
ン
名
の
管
理
を
行
う
国
際
的
な
機
関
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
基
づ
く
会
社
の
形
態
を
と
っ
て

設
立
さ
れ
た
私
の
組
織
で
あ
る
。

所
属
の
分
野
別
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
（gT

L
D

）
を
地
理
的
な
国
コ
ー
ド
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
（ccT

L
D

）
と
区
別
す
る
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の
が
便
宜
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
地
理
的
な
ド
メ
イ
ン
名
は
、
通
常
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
名
に
対
応
す
る
二
つ
の
文
字
か

ら
つ
く
ら
れ
て
お
り
（.jp,.fr,.u

s,cn
.

な
ど
）、
国
際
的
な
規
制
に
服
し
て
い
る
（IS

O
3166-1

）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
し
て
存
在
し
た
い
と
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。「『.eu

』
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
域
内
市
場
は
、
仮
想
市
場
に
お
い
て
大
き
な
可
視
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。『.eu
』
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
が
、
欧
州
共
同
体
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
く
法
的
枠
組
、
そ
し
て
欧
州
市
場
と
明
確
に
同
一
化

さ
れ
た
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ（
３４
）

る
」。

「.eu

」
ド
メ
イ
ン
の
創
設
の
た
め
のIC

A
N

N

と
の
交
渉
に
は
若
干
の
困
難
が
伴
っ
た
が
、
結
局
、
Ｅ
Ｕ
は
、IC

A
N

N

の
権
限

委
任
を
獲
得
し
、
か
つ
、
こ
の
新
た
な
領
域
を
創
設
す
る
旨
の
規
定
を
公
に
し
た
。
こ
の
二
〇
〇
二
年
四
月
二
二
日
の
規
則
は
、
ド
メ

イ
ン
名
の
管
理
の
分
野
で
は
注
目
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
通
常
は
（IC

A
N

N
,

IA
N

A
,

A
F

N
IC

,
V

eriS
ign

と
い
っ
た
）
私
的
な
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
管
理
に
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
公
的
機
関
が
公
的
に
介
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
規
則
に
は
、「.eu

」
ド
メ
イ
ン
の
規
制
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、・

委
員
会
が
レ
ジ
ス
ト
ラ
認
定
の
基
準
お
よ
び
手
続
を
決
定
す
る
。

・
委
員
会
が
レ
ジ
ス
ト
ラ
を
認
定
す
る
。

・
委
員
会
が
、
レ
ジ
ス
ト
ラ
に
よ
る
「.eu

」
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
の
組
織
、
運
営
お
よ
び
管
理
を
監
督
す
る
際
の
条
件
を
決

定
す
る
契
約
を
締
結
す（
３５
）

る
。

・
「
委
員
会
の
事
前
の
同
意
を
得
て
か
ら
」、
レ
ジ
ス
ト
ラ
は
、IC

A
N

N
と
の
国
コ
ー
ド
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
に
関
す
る
権

限
委
任
の
た
め
の
契
約
を
結
ぶ
。

翻 訳

（阪大法学）５４（１―３５０）３５０〔２００４．５〕



委
員
会
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
二
二
日
に
、「.eu

」
の
地
域
的
な
範
囲
の
管
理
を
、
企
業E

u
rid

（h
ttp

://w
w

w
.eu

rid.org

）
に

託
し
た
。「.eu

」
ド
メ
イ
ン
に
よ
る
登
録
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
開
始
さ
れ（
３６
）

る
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
的
な
空
間
に

は
、
じ
き
に
、
仮
想
領
域
と
い
う
新
た
な
領
域
が
つ
け
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
の
三
つ
の
例
は
、
欧
州
共
同
体
が
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
本
来
の
任
務
を
大
き
く
越
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制

に
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
運
営
に
た
ず
さ

わ
る
者
は
、
技
術
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
責
任
、
電
子
契
約
締
結
の
方
法
、
そ
の
証
明
方
法
、「.eu

」
の
ド
メ
イ
ン
名
で
の
登
録
の

条
件
等
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
統
一
的
な
規
則
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
規

律
の
調
整
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
国
際
的
な
通
信
網
で
あ
る
以
上
、
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
十
分
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
活
動
は
当
然
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
境
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
人
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
者
が
日
本
の
商
業
的
サ
イ
ト
上
で
カ
メ
ラ
を
買
い
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
日
本
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
的
サ
イ
ト
上
で
エ
ル
メ
ス
の
バ
ッ
グ
を
買
い
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
取
引
の
安
全
性
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、
全
地
球
レ
ベ
ル
で
の
電
子
商
取
引
に
関
す
る
規
則
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ（
３７
）

る
。

（
１
）

二
〇
〇
〇
年
三
月
二
三
日
お
よ
び
二
四
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
（eE

u
rope

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
）。
二
〇
〇
〇
年

六
月
一
九
日
お
よ
び
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
フ
ェ
イ
ラ
で
の
欧
州
理
事
会
は
、「eE

u
rope

2002

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
を
採
択
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
組
織
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
日
の
欧
州
評
議
会
裁
定
（résolu

tion

）
は
、
欧
州
委
員
会

インターネットとＥＵ法
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に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
に
関
す
る
政
策
の
調
整
の
推
進
を
義
務
づ
け
た
。
委
員
会
は
、
二
〇
〇
二
年
五
月
二
八
日
に
、「eE

u
rope

2005
:

万
人
の
た
め
の
情
報
化
社
会
」
と
題
さ
れ
た
告
示
（com

m
u

n
ication

）
を
発
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
分
野
へ
の
欧
州
共
同
体
の
介
入

は
、Idot

が
「
間
接
的
共
同
体
化
」
に
対
置
す
る
と
こ
ろ
の
「
直
接
的
共
同
体
化
」（L

.Idot,R
apport

in
trodu

ctif,in
L

a
réception

du

droit
com

m
u

n
au

taire
en

droit
privé

des
E

tats
m

em
bres,p.20,B

ru
ylan

t,B
ru

xelles
2003

）
に
分
類
さ
れ
よ
う
。

（
２
）

二
〇
〇
二
年
二
月
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
特
許
権
に
関
す
る
指
令
案
（proposition

de
directive

）
前
加
理
由
一
。

（
３
）

ち
な
み
に
、
交
通
・
流
通
の
自
由
の
原
則
（prin

cipe
de

libre
circu

lation

）
の
構
成
要
素
は
、
す
べ
て
当
初
か
ら
立
法
の
方
針
に

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

（
４
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
情
報
再
利
用
に
関
す
る
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
七
日
の
指
令2003/98

前
加
理
由
五
、
著
作
権
に

関
す
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
二
日
の
指
令2001/29

の
前
加
理
由
二
。

（
５
）

個
人
情
報
（don

n
ées

à
caractère

person
n

el

）
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
指
令2002/58

前
加
理
由
八
。

（
６
）

二
〇
〇
一
年
五
月
二
二
日
指
令2001/29

前
加
理
由
一
。

（
７
）

電
子
商
取
引
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

前
加
理
由
七
。

（
８
）

規
則
（règlem

en
t

）733/2002
前
加
理
由
一
〇
。

（
９
）

た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
お
よ
び
電
子
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
共
通
の
規
則
枠
組
、
電
子
通
信
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

の
新
た
な
枠
組
の
創
設
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
伝
達
網
を
欧
州
共
同
体
の
共
通
の
枠
組
内
に
お
く
必
要
性
を
打
ち
立
て
た
二
〇
〇
二
年
五
月

七
日
指
令2002/21

。

（
１０
）

個
人
情
報
の
取
扱
に
関
す
る
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
四
日
の
指
令1995/46

、
個
人
情
報
の
取
扱
お
よ
び
遠
隔
通
信
の
領
域
に
お
け
る

私
生
活
（la

vie
privée

）
の
保
護
に
関
す
る
一
九
九
七
年
一
二
月
一
五
日
の
指
令1997/66

、
私
生
活
お
よ
び
電
子
通
信
に
関
す
る
二
〇
〇

二
年
七
月
一
二
日
指
令2002/58

。

（
１１
）

著
作
権
（droit

d’au
teu

r

）
に
関
す
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
二
日
指
令2001/29

、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
一
九
九
六
年
五
月
一
一

日
の
指
令1996/9

、
特
許
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
二
月
二
〇
日
の
指
令
案
。

（
１２
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

。
情
報
伝
達
の
規
制
と
情
報
内
容
の
規
制
は
区
別
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
二
年
五
月
七
日
の

指
令2002/21

前
科
理
由
六
）。
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（
１３
）

二
〇
〇
一
年
五
月
二
二
日
の
指
令2001/29

前
加
理
由
七
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
指
令2002/58

前
加
理
由
八
。
調
整
は
、
構

成
国
間
で
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
電
子
伝
達
網
の
発
展
お
よ
び
促
進
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
の
必
要
性
に
限
定
さ
れ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１４
）

遠
隔
離
契
約
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
す
る
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997/7

。
消
費
財
の
売
買
お
よ
び
保
証
に
関
す
る
一

九
九
九
年
五
月
二
五
日
の
指
令1999/44

、
電
子
署
名
に
関
す
る
一
九
九
九
年
一
二
月
一
三
日
の
指
令1999/93

、
電
子
商
取
引
に
関
す
る

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

、
個
人
情
報
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
指
令2002/58

。

（
１５
）

一
九
九
六
年
五
月
二
八
日
か
ら
六
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
電
子
商
取
引
に
関
す
る
国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（C

N
U

D
C

I

）
の
モ

デ
ル
法
。

（
１６
）

一
九
九
五
年
六
月
一
五
日
の
有
体
動
産
（objets

corporels
m

obiliers

）
の
国
際
売
買
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
（C

on
ven

tion
de

L
a

H
aye

）
二
条
、
契
約
債
務
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
ロ
ー
マ
条
約
（C

on
ven

tion
de

R
om

e

）
三
条
（
選
択

が
な
い
場
合
に
は
、
四
条
）、C

ass.C
iv.1,15

m
ai2001,D

.2002,som
.1397,

そ
し
て
、B

.A
u

dit.J.H
u

et,A
spects

ju
ridiqu

es

du
com

m
erce

électron
iqu

e,approch
e

in
tern

ation
ale,P

etites
A

ffich
es,26

septem
bre

1997,
n
°116,p.6

も
参
照
。

（
１７
）

管
轄
裁
判
所
も
同
様
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
規
則44/2001

の
五
条
一
項
は
、
管
轄
に
関
す
る
合
意
の
な
い
場
合
に

は
（
二
三
条
）、
電
子
的
な
方
法
に
よ
り
伝
達
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
（
二
三
条
二
項
）、「
請
求
の
原
因
と
な
っ
た
債
務
の
履
行
場
所
」

の
裁
判
所
が
管
轄
す
る
旨
定
め
る
。

（
１８
）

二
〇
〇
三
年
一
月
一
五
日
の
法
案
七
条
�
（
成
立
後
は
七
条
の
二
と
な
る
予
定
）。
こ
の
法
律
は
、
契
約
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
オ
ン
ラ

イ
ン
商
取
引
活
動
に
つ
い
て
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。
業
者
が
欧
州
共
同
体
内
で
事
業
を
行
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

（
１９
）

ロ
ー
マ
条
約
五
条
二
項
。
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
三
条
は
、
消
費
者
保
護
を
Ｅ
Ｕ
の
任
務
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、O

C
D

E
,L

ign
es

directrices
régissan

t
la

protection
des

con
som

m
ateu

rs
dan

s
le

con
texte

du
com

m
erce

électron
iqu

e,1999

を
参
照
。

（
２０
）

ロ
ー
マ
条
約
五
条
二
項
、
合
意
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
条
約
五
条
三
項
。

（
２１
）

構
成
国
間
の
企
業
対
個
人
の
訴
訟
を
管
轄
す
る
裁
判
所
は
ど
こ
か
。
一
九
八
八
年
九
月
一
六
日
の
ル
ガ
ノ
条
約
一
三
条
は
、
消
費
者
は
、

売
主
国
の
裁
判
所
ま
た
は
自
己
の
住
所
地
（dom

icile

）
の
裁
判
所
に
紛
争
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
。
こ
の
選
択
は
消

費
者
に
任
さ
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
欧
州
規
則
は
、
さ
ら
に
要
件
を
付
加
し
て
い
る
。
売
主
が
、「
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
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て
も
、
そ
の
活
動
を
当
該
構
成
国
に
向
け
て
行
っ
て
い
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２２
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

六
条
ａ
号
。

（
２３
）

二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
指
令2002/58

一
三
条
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

七
条
。

（
２４
）

二
〇
〇
一
年
八
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
Ｌ
一
二
一
条
八
項
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
遠
隔
離
商
取
引
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
二
三

日
の
指
令2002/65

。

（
２５
）

こ
れ
は
、L

au
ren

ce
Idot

(R
apport

in
trodu

ctif,préc.,p.27

）
が
用
い
た
明
快
な
表
現
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
欧
州
共
同
体

法
は
、
各
構
成
国
に
こ
れ
ら
の
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
つ
つ
、「
同
概
念
を
自
己
の
も
の
と
し
、
そ
れ
に
自
立
的
な
定
義
を
与

え
て
い
る
」。

（
２６
）

契
約
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
言
語
に
つ
い
て
は
、一
九
九
四
年
八
月
四
日
の
法
律
を
参
照
。一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997

/7

の
前
加
理
由
八
は
、「
遠
隔
離
契
約
に
お
け
る
使
用
言
語
の
決
定
は
、
構
成
国
の
権
限
に
属
す
る
」
と
す
る
。

（
２７
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

一
〇
条
、
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997/7

四
条
一
項
。
給
付
に
関
す
る
情
報
に

つ
い
て
、
消
費
者
法
Ｌ
一
一
一
条
一
項
お
よ
び
民
法
一
六
〇
二
条
を
参
照
。

（
２８
）

一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997/7

五
条
一
項
。

（
２９
）

一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
の
指
令1997/7

六
条
。

（
３０
）

「
電
子
署
名
は
、
契
約
の
締
結
お
よ
び
有
効
性
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
側
面
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
」。

（
３１
）

上
級
電
子
署
名
で
あ
る
た
め
の
要
件
は
、「
認
証
（certification

）」
で
あ
る
。
こ
こ
で
証
明
書
（certificat

）
と
は
、「
署
名
検
証
機

器
を
人
と
結
び
付
け
、
こ
の
者
の
同
一
性
を
確
認
す
る
よ
う
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
る
証
明
」
で
あ
る
。

（
３２
）

二
〇
〇
一
年
五
月
三
〇
日
の
デ
ク
レ2001-272

、
二
〇
〇
二
年
四
月
一
八
日
の
デ
ク
レ2002-535

。
同
法
一
三
一
七
条
二
項
は
、
公

署
証
書
（acte

au
th

en
tiqu

e

）
は
、
電
子
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
う
る
旨
定
め
て
い
る
。
現
在
、
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
デ
ジ

タ
ル
自
由
経
済
法
（loisu

r
la

liberté
de

l’écon
om

ie
n

u
m

eriqu
é

;
L

E
N

）
法
案
に
よ
り
新
た
に
創
設
さ
れ
る
民
法
一
一
〇
八
条
の
一

は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
法
律
行
為
を
有
効
と
す
る
た
め
に
書
面
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
一
三
一
六
条
の
一
お
よ
び
第

一
三
一
六
条
の
四
に
定
め
る
要
件
の
も
と
で
、
公
署
証
書
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
一
三
一
七
条
第
二
項
に
定
め
る
要
件
の
も
と
で
、

書
面
は
、
電
子
的
形
式
に
よ
り
作
成
お
よ
び
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
自
身
の
手
に
よ
る
記
載
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
署
名

翻 訳
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の
情
況
が
、
そ
れ
が
債
務
者
自
身
に
し
か
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
電
子
的

形
式
に
よ
り
署
名
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
日
本
人
の
間
で
電
子
的
方
法
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
則
は
「
場
所
は
行
為
を
支
配
す
る
（locu

s
regit

actu
m

）」
で
あ
る
。
し
か
し
、
契
約
は

ど
こ
で
締
結
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
契
約
債
務
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
る
ロ
ー
マ
条
約
（
九
条
二
項
）
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
方
式
は
、
そ
の

実
質
（fon

d
du

con
trat

）
を
規
律
す
る
国
の
法
律
（
す
な
わ
ち
三
条
に
従
い
当
事
者
の
選
択
し
た
法
）
ま
た
は
当
事
者
の
国
の
い
ず
れ
か

の
法
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
３３
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
八
日
の
指
令2000/31

前
加
理
由
一
。

（
３４
）

前
加
理
由
六
。

（
３５
）

こ
の
点
に
関
す
る
委
員
会
の
「
公
共
政
策
規
則
（P

u
blic

P
olicy

R
u

le

）」
は
、
二
月
末
に
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
３６
）

レ
ジ
ス
ト
ラ
の
信
用
性
保
証
の
手
続
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
に
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
日
の
出
の
時
期
（S

u
n

rise
period

）」
は
、
二

〇
〇
四
年
九
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
３７
）

本
報
告
を
翻
訳
・
通
訳
し
て
い
た
だ
い
た
松
田
岳
士
助
教
授
に
、
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
松
川
正
毅
教
授
の
要
請
に
応
じ
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
第
一
大
学
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
リ
ウ
ー
教
授
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
二

月
二
四
日
に
大
阪
大
学
法
学
会
講
演
と
し
て
行
わ
れ
た
報
告（「
市
民
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
」

平
成
一
四
―
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
�
の
第
二
ユ
ニ
ッ
ト
研
究
会
を
兼
ね
る
）
の
翻
訳
で
あ
る
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
リ
ウ
ー
（Jacqu

es
L

A
R

R
IE

U

）
教
授
は
、
現
在
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
第
一
大
学
教
授
で
、
同
大
学
大
学
院
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

の
知
的
財
産
法
と
法
情
報
学
コ
ー
ス
の
責
任
者
も
務
め
て
い
る
。
ラ
リ
ウ
ー
教
授
は
知
的
財
産
法
の
分
野
で
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
研

究
者
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
私
法
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
研
究
・
教
育
に
も
積
極
的
に
活
動
範
囲
を
拡

インターネットとＥＵ法

（阪大法学）５４（１―３５５）３５５〔２００４．５〕



げ
て
い
る
。
代
表
的
な
著
書
と
し
て
、Les

m
arqu

es
de

com
m

erce,de
service

et
de

fabriqu
e,L

’H
erm

ès
E

d.,1996
;

D
roit

des
affaires,

m
an

u
el,

collection
L

’E
ssen

tiel
su

r,
éd.

L
’H

erm
ès,

2
èm

e
éd.

1996
;

T
ravau

x
dirigés,

D
roit

des

affaires,
L

’H
erm

ès
2

èm
e

éd.
1998,

sou
s

la
direction

de
J.

L
arrieu

ou
vrage

collectif;
D

iction
n

aire
ju

ridiqu
e,

ou
vrage

collectif,sou
s

la
direction

de
P

.G
u

ih
o,L

’H
erm

ès,1996
;

In
tern

et
et

le
droit,m

an
u

el
m

u
ltim

édia,L
es

E
ch

os
2001

;
2

èm
e

éd.
Jan

vier
2002,

近
く
公
刊
予
定
の
著
作
と
し
て
、P

ropriété
in

tellectu
elle-A

spects
in

tern
a-

tion
au

x,E
dition

s
du

Ju
risclasseu

r,D
roit

in
tern

ation
alcom

m
ercial

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

欧
州
共
同
体
に
お
い
て
は
、
目
下
、
そ
の
統
合
を
支
え
る
法
制
度
の
統
一
・
調
整
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
構
成
国

が
そ
の
「
適
合
化
」
の
た
め
に
自
国
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
場
合
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
道
の
り
は
必
ず
し
も
平
坦
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
調
整
や
統
一
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
元
来
国
境
を
容
易
に
超
え
て
広
が
っ
て
い
く
性
格
を
も

つ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
、
Ｅ
Ｕ
当
局
の
関
心
を
―
―
本
来
的
に
は
Ｅ
Ｕ
当
局
の
「
管
轄
」
に
は
属
さ
な
い
分
野
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―

―
強
く
ひ
い
た
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ラ
リ
ウ
ー
教
授
は
、
本
報
告
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
民

事
責
任
、
電
子
商
取
引
の
規
制
、「.eu

」
ド
メ
イ
ン
と
い
う
仮
想
領
域
の
創
出
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
当
局
が
と
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
政
策
内
容
を
明
快
に
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
政
策
に
フ
ラ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
対
応
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。

な
お
、
報
告
原
稿
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、（
訳
者
自
身
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
な
い
し
私
法
を
専
門
と
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
も

あ
り
）
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
た
。
と
く
に
私
法
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
用
語
に
つ
い
て
は
平
田
健
治
教
授
お
よ
び
田
中
規

久
雄
専
任
講
師
に
、
国
際
私
法
用
語
に
つ
い
て
長
田
真
里
助
教
授
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
法
律
用
語
一
般
に
関
し
て
島
岡
ま
な
助
教
授
に
、

そ
れ
ぞ
れ
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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